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名簿作成にあたっての個人情報保護について
　平成１７年４月１日より「個人情報保護法」が施行され、当連盟においても名簿作成にあたっては、本法律に従って慎重に取り扱っているところであります。
　今回の名簿作成にあたっても、個人情報の取り扱いには十分注意したいと考えております。

　同法律は、個人の情報を本人の同意なしに第三者に提供することを禁止しておりますので、各団の担当責任者の方々には、ご協力のほど宜しくお願いいたします。

１．当連盟及び名簿作成担当「広報」の個人情報保護方針

　　①個人情報の取得と利用目的

　　　・連盟内の連絡及び組織の運営・維持のため、連盟名簿を作成する。

　　　・同意を得た各団の役員の名前、電話、住所等の連絡先を収集する。

　　　・収集された個人情報は、名簿作成の目的だけに使用します。

　　②個人情報の安全管理と保護

　　　・個人情報の収集と取得には、情報管理を厳正に行い、作成中のデータは第三者に

開示・提供することはしない。

・連盟広報に提出された名簿原稿のファイルは、広報にて破棄します。
・印刷製本業者には適切な監督を行う。

　　以上、個人情報の取り扱いの方針により、適用される法令に定める義務の規範を遵守

し、連盟名簿を作成いたします。
２．各団への要請

　　名簿掲載の本人同意は、各チームの責任で行ってください。（同意書は各チームで保管

してください。）
　　　各団におかれましては、上記方針を踏まえ十分注意して、名簿原稿作成にあたって

下さい。特に個人名、電話、住所の名簿掲載については、本人の同意を別紙文書で得

てください。（団役員の個人から掲載不可の申し出があった場合は書き込まないこと）
　なお、各団より提出されたファイルの名簿原稿は、本人の同意を得たものとして名簿に掲載いたします。

　また、出来上がった名簿の取り扱いには十分注意し、関係者以外の第三者には、絶

対に名簿を提供することのないようにお願いいたします。
